
①飯塚病院における行動制限最小化の取り組み

②私が考える行動制限最小化の２つのポイント

平成31年3月16日（土）

福島県 医療法人昨雲会飯塚病院

看護部長 湯田文彦

（精神科認定看護師）

精従懇シンポジウム

「精神保健従事者として身体拘束を考える」

福島民報

2019年2月17日

行動制限率（630調査等より算出）
（被隔離者数+被身体拘束者数）÷在院患者数×100
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被拘束者：12,528人

被隔離者：12,817人

H30年6月

月末在院患者数
（病院）精神病床

283,472人

拘束率： 4.44.44.44.4％

隔離率： 4.5％

参考：～H27年；630調査 H30年;福島民報・東京新聞（TOKYOWEB）H31年2月17日記事+厚生労働省病院報告H30年6月



飯塚病院の行動制限の組織変革と私の関わり

精神科看護2018.1.vol45No.1（通巻304号）
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飯塚病院の行動制限最小化委員会の
構成と関連・役割等
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• 看護部内の事務局
（看護部のコア）

• 急性期病棟の主任看護師
（2年毎に交代）

• 病院内の事務局
（多職種間のコア）

• 医療相談室の中堅の
精神保健福祉士

監査（厚生局、

精神科実地指導）の
対応は2名の

事務局が対応

特徴は、ダブル
（二重）事務局

PSWNs
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イメージ

飯塚病院での最近の活動の一端

身体拘束時にDダイマー検査を実施
する事による連携の実際
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• 看護部内での周知

• 実務における調整

• 進捗の確認

• 診療報酬の請求等の調整

• マニュアルの修正

• 医局への周知
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課

身体拘束時にDダイマー

検査を実施する

2018年10月1日～実施
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飯塚病院での最近の活動の一端

「身体拘束時にDダイマー検査を実施する事」
を、変革理論から考えてみる

身体拘束時にDダイマー

検査を実施する

2018年10月1日～実施
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事務局Ns
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レビンの変化の3段階

レビンは「変革の成功には，現状の解凍（unfreezing），新しい状態への変化

（changing），そして新しい変革を永久化するための再凍（refreezing）の3つの

段階がある」1）と述べている。
１）井部俊子，中西睦子監修：看護管理学テキスト第2版第3巻看護マネジメント論2017年度版．日本看護協会出版会，p.22，2017. 

解凍（unfreezing） 変化（changing） 再凍結（refreezing）

行動制限最小化を進める為の
重要なポイントは２つの「きょうどう」

①行動制限最小化委員会と看護組織の

「協働」

②患者と看護師の

「協同」

精神科看護2015.1.vol42No.1（通巻268号）



２つの「きょうどう」
①行動制限最小化委員会と看護組織の「協働」

� 行動制限最小化委員会の形骸化の問題

行動制限最小化委員会の活動と、最前線で行動制限に
直接携わる看護組織が噛みあっていない事が１つの要因
ではないか？

行動制限は診療に直結することが殆どであり、病院全体の
問題である事が多く、取り組みを進める為には相当なパワー
が必要。

� 行動制限最小化委員会だけで進めようとしても
上手くいくはずはない。

精神科看護2015.1.vol42No.1（通巻268号）

２つの「きょうどう」
①行動制限最小化委員会と看護組織の「協働」

行動制限最小化委員会は行動制限の適正化と最小化という目
的を達成する為に多職種で構成する委員会である。実務に多く
関係する職種は医師と看護師、その中でも被制限者とより多く
関わるのは看護師である。

� 看護師が所属する看護組織と
行動制限最小化委員会の「協働」は必須。

イメージとしては、行動制限最小化委員会は院内のシステムを
整える役割を担い、看護組織は最前線で患者様と直接関わる
看護師の個別の関わりを強化する役割を担う事だと私は考え
ている。

精神科看護2015.1.vol42No.1（通巻268号）
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２つの「きょうどう」
②患者様と看護師の「協同」

� 行動制限最小化を進める為には行動制限時に直接携わる
看護師の関わりが重要。

看護師の関わりがプラスに働けば良いが、マイナスに働く場合
も多々あり、行動制限最小化に及ぼす影響は大きい。

� 看護師の関わりをプラスのものにする為に必要な事は、
個別の関わりを強化すること。

� その為に必要な考えが患者様と看護師の「協同」

精神科看護2015.1.vol42No.1（通巻268号）

患者参画型看護その方法

〈企画趣旨〉

報道等により精神科医療における身体拘束が社会問題として提起されるなか、その実態や増加要因はいまだ明らかになっていない。

他に代替方法がない場合の緊急避難措置であるべき身体拘束については、行動制限最小化に向けた真摯な取り組みが各地から報告

されている一方で、総体としては減っていかない現状を私たち精神保健従事者はどう考えるのか。本来性善説で成り立っているはずの

医療ではあるが、今後更なる法的規制の導入を必要としているのであろうか。本シ
ンポジウムでは、精神医療現場で身体拘束と向き合わざるを得ない精神保健従事者の立場から、この問題をともに考え明日に向かう
第一歩としたい。

私見

�法的規制の前に、マンパワーと身体拘束の観点で診療報酬と
併せて考える事が必要だろう。

�50床の精神療養病棟の看護要員（最低基準）

�深夜勤：看護職員1人、看護補助者1人

�日 勤：看護職員3人、看護補助者3人

�準夜勤：看護職員1人、看護補助者1人

※精神療養病棟入院料：看護要員（看護職員・看護補助者）15対1、
その内50％が看護職員

※認知症治療病棟入院料1：看護職員20対1・入院料2：30対1

※人手の少ない病棟に身体拘束の最小化を望むのは酷。

�一番の予防策は日常の関わりの質を上げる（見直す）事だろう。

・事故防止≦人権 ・集団≦個 ・職員≒患者

精従懇シンポジウム「精神保健従事者として身体拘束を考える」

身体拘束時の観察（告示130号）

原則として常時の臨床的観察


